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１【提出理由】

　平成20年６月24日に提出した第49期（自　平成19年４月１日　至　平成20年3
月31日）の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項があったの
で、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり
ます。

２【訂正内容】

　第一部　企業情報
第6　　提出会社の株式事務の概要
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３【訂正箇所】

訂正は＿線で示している。
 
第一部　企業情報
第6　提出会社の株式事務の概要

 
（訂正前）
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる

権利以外の権利を行使することができません。
（1）社法第189条第2項各号にあげる権利
（2）剰余金の配当を受ける権利
（3）取得請求権付株式の取得をする権利
（4）募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利

 
 
 

（訂正後）
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる

権利以外の権利を行使することができません。
（1）会社法第189条第2項各号にあげる権利
（2）取得請求権付株式の取得をする権利
（3）募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
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